
城南衛生管理組合随意契約（特別指名）について、下記のとおり公表す

る。 

 

事 業 名 共通設備維持修繕業務 所管課 折居清掃工場 

 

種別及び概要 

「焼却設備定期点検整備工事」の点検整備において、改修等の必要

が判明した受入供給設備内ごみ投入扉油圧シリンダーの取替、燃焼

ガス冷却設備内軟水移送ポンプ配管、清缶剤注入配管、缶水連続測

定装置配管の取替、給水設備内第２機器冷却水ヘッダー配管の取替、

灰出し設備内 NO.2 集じん灰移送コンベアの整備・調整等を行う業

務。 

 

随意契約理由 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

 

契約の相手方 

      住  所   大阪市住之江区南港北 1丁目 7-89 

      名  称   日立造船（株） 

      代表者名   取締役社長 谷所 敬 

契約金額         18，144，000 円 
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 1，344，000 円） 

契約種別         修繕業務契約 

履行期間   自     平成 29 年 2 月 1 日 

       至     平成 29 年 3 月 31 日 

事業場所（納入場所）   折居清掃工場 

契 約 日         平成 29 年 2 月 1 日 

 


